
 

 

 

警察では、毎年１月１０日を「１１０番の日」と定め、１１０番通報の適切な利用について、ご理解・

ご協力をいただくよう広く県民のみなさんに呼び掛けています。 

    ミニ広報誌                           令和６年１月号 

       
 

福山東警察署 大門交番 ０ ８ ４ －９ ４ １ －１ ０ １ ４  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

１月１０日は「１１０番の日」です！ 

１１０番は緊急通報専用電話です。 

事件・事故が発生した場合や目撃した場合は、す

ぐに１１０番してください。 

警察官が現場へ向かうために、住所や付近の目標

となる建物など、順にお聞きしますので、落ち着い

て質問に答えてください。 

相談・問合せ等については、各種警察相談電話又

は最寄りの警察署の代表電話を利用してください。 

 

 

 

 

 

警察安全相談電話 

＃９ １ １ ０ 又は０ ８ ４ －９ ２ ７ －０ １ １ ０  
ご協力お願いします！ 

いたずら通報は犯罪です。 

真に必要な事件・事故の１１０番

通報が受理できなくなるなど、業

務の妨害になりますのでいたずら

通報は絶対にしないでください。 

     還 付 金 詐 欺 に ご 注 意 を ！ 

「払いすぎた保険料の還付金があります。」と電話をかけ、ＡＴＭの機械を操作させてお金をだまし取る還付金

詐欺の被害が増加しています。 

ＡＴＭを操作して還付金が戻ってくることはありません。 

 還付金詐欺の犯人の主な手口は 

  ○ 市役所、社会保険庁等の職員を名乗って電話してくる。 

  ○ 持っている通帳の金融機関や残高を聞いてくる。 

  ○ 期限が迫っているので、急いで手続きをする必要がある等と 

   被害者を焦らせるような事を言う。 

  ○ ＡＴＭに行って携帯電話から電話するように言ってくる。 

  ○ ＡＴＭに着き、犯人の言うとおりに操作すると還付金は振り込まれず、 

   実際は犯人の口座に送金する手続きをさせられ、お金をだまし取られる。 

となります。被害に遭わないよう注意しましょう。 

 

  


